
 

 

 

農産物ブランド化支援事業費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、本県農業の生産振興等を図ることを目的として、山梨県農畜

産物販売強化対策協議会（以下「協議会」という。）が実施する消費宣伝活

動等に関する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。その補

助金の交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第

２５号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定める

ところによる。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、以下のとおり

とする。 

（１）県産農産物の販売促進活動を通じたブランド力強化に関するもの 

（２）農産物直売所を核とした販路拡大、プロモーションに関するもの 

（３）新たな消費者の獲得に関するもの 

 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費は、協議会が実施する前条に掲げる補助事業

に必要な経費とする。 

 

（補助率） 

第４条 補助率については、１／２以内とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする協議会は、規則第４条の規定により、

県が別に定める期日までに補助金交付申請書（第１号様式）を知事に提出し

なければならない。 

２ 協議会は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税

等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合

計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請

をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税

額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 



 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 知事は、補助金の交付申請があったときは、速やかに交付決定を行い、

補助金交付決定通知書（第２号様式）を協議会に通知するものとする。なお、

当該申請に係る書類の審査を行うにあたり、必要に応じて現地調査等を行う

ものとする。 

 

（補助金交付の条件） 

第７条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）この補助金は、補助事業以外に使用してはならない。 

（２）補助事業に要する経費の配分及び内容等を変更（中止、廃止）する場

合は、事業内容変更（中止、廃止）承認申請書（第３号様式）により、

知事の承認を受けなければならない。 

ただし、補助金額に変更を生じないで、補助事業の各事業経費間にお

けるいずれか低い額の２０％以内の変更の場合はこの限りでない。 

 

（補助金交付の方法） 

第８条 補助金交付の方法は、精算払いとする。ただし、知事が必要と認めた

ときは概算払いにより交付することができる。 

２ 前項の規定により、概算払いを受けようとする場合は、概算払請求書（第

４号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告書の提出） 

第９条 協議会は当該事業が完了したときは、規則第１２条の規定により、補

助事業完了の日若しくは、廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経過

した日又は、交付決定をした年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日

までに、事業実績報告書（第５号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 第５条第２項ただし書きの規定により交付申請をしたときは、前項の規定

により実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額

が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければ

ならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１０条 協議会は、補助事業完了後、申告により補助金に係る消費税等仕入

控除税額が確定した場合には、第６号様式により速やかに、知事に報告しな

ければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部

又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

 



 

 

（書類の保管） 

第１１条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の翌年度か

ら起算して５年間、整備保管しておかなければならない。 

 

附則   

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和７年３月３１日に限り、その効力を失う。ただし、こ

の要綱に基づき交付された補助金については、この要綱は、この要綱失効

後も、なおその効力を有する。 

３ 富士の国やまなし農産物販売促進支援事業費補助金交付要綱は廃止す

る。 

 

附則 

１ この要綱は、平成３１年３月３１日から施行する。 

  ただし、この要綱の本則は平成３１年４月１日から適用する。 

 

附則 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

  ただし、この要綱の本則は令和４年４月１日から適用する。 


